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第３節 中小企業の復旧支援 

関係機関 産業振興室 

市は、被災した中小企業の再建を促進するための資金及び事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよ

う、必要な措置を講ずる。 

なお、府及び市は、あらかじめ商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業等の被

害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとする。 

１ 中小企業の被害状況調査、再建資金の需要把握など、府の講じる措置に協力するとともに、商工会

議所その他関係機関と協力し、災害融資制度の周知徹底を図り、融資相談窓口を開設する。 

２ 被災した中小企業者等が融資を受けた場合、利子に対する補給等の措置を講ずる。 

  


